
岩手県告示第736号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項の規定において準用する同法第51条第２項の規定に基づき、次の指定介護

機関の指定を取り消した。 

  平成19年10月26日 

                                           岩手県知事 達 増 拓 也  

通所介護 

居宅介護事業者 居宅介護事業所 

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所在地 
取消年月日

有限会社Ｔ．Ｒホームサ

ービス 

八幡平市松尾寄木第26地

割30番地１ 
てんきりデイサービス 

八幡平市松尾寄木第１地

割505番地131 

平成19年10

月15日 
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